
商標はスイッチである。それを前にした需要

者に，継続的広告宣伝投資活動の成果であり，

付加価値としてのブランド情報を想起・連想さ

せる。

一方で，ブランドの情報価値はもっぱら，そ

1 ．はじめに

れをどのような商品・サービスに関していかに

使用するかにより影響を受ける。異なる事業分

野・価格帯への既存ブランド拡張，品質管理へ

の関与を欠く使用許諾などは，需要者のブラン

ドに対する認識に変化を生じさせる。財産とし

ての情報価値が毀損することもあろう。ブラン

ドは他人による冒用行為ばかりではなく，自ら

の不適切な使用からも護られなければならない

ということになる。いや，企業の事業活動規模

から考えれば，ブランドの情報価値に深刻な変

質をもたらすのはむしろ後者であろう。

さて，企業がブランド戦略のもとでブランド

を育てあげてゆくにあたり，その知的財産部門

はこれまでどおり，スイッチとしての商標の管

理のみでその役割を完結してよいのか。本来，

知的財産として管理すべきは，商標あるいはブ

ランドの使用をとおして需要者の意識下に集積

した，投資成果としての情報価値ではないのだ
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抄　録 企業の広告宣伝投資の成果であるブランドの情報価値は，ブランドがいかに使用されるか
により変動する。ブランド拡張による「自己」希釈化，品質管理を欠く使用許諾など，短期的な利益
追求のためのブランド使用は，需要者における認識のあり方（情報価値）を変質させるばかりでなく，
場合によっては法的リスクをも生じさせてきた。これらは企業がブランド戦略やブランド情報価値の
本質を理解していないこと，商標をはじめとする標識の専門家である知的財産部門が，ブランド使用
の当否判断に関与していないことに起因する。本来は「ブランドで売れる」事態を創りあげるブラン
ド戦略の過程において，企業の知的財産部門は商標管理にとどまっていてよいのか。いや，ブランド
に関する学際的な知識を習得することで企業マネジメントへの影響力を高め，ブランドの情報価値を
管理する，真の「ブランド・マネージャー」であるべきだ。

商標管理からブランド情報価値管理へ
――企業のブランド戦略と知的財産部門の役割――
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ろうか。本稿はこのような問題意識のもと，企

業のブランド戦略遂行におけるブランドの使用は

いかにあるべきか，そのなかで知的財産部門はど

のような役割を果たすべきかにつき考察する。

もっとも，標識法（商標法，不正競争防止法，

商法の一部）の分野では，財産としてのブラン

ド情報価値の研究があまりにも乏しい。そこで，

ブランドに関するマーケティング分野での研究

業績を検討の素材として付け加える。企業内で

影響力を行使するためには，情報価値の中身が

より具体的に説明されなければならないからで

ある。

ブランド・マーケティングと標識法は，それ

ぞれがおなじ標識を検討対象としながらも，不

思議なことにこれまで学際的な研究がほとんど

行われていない１）。ブランドの情報価値を管理

するためには，そのような知識の習得が必須と

なる。

なお，本稿における「ブランド」とは，商品

やサービスに関する情報を需要者に想起・連想

せしめ得るすべての表示をいう。また，不正競

争防止法２条１項１号２号の保護対象である周

知・著名な商品等表示を含む。ただ，標識法の

文脈で検討する場合には便宜上，「ブランド」

や「ブランド保有者」ではなく，標識，商標，

商標権者といった表現をすることがある。

「あなたの仕事は『ブランド戦略』です。」と

のことばで社内のブランド専従組織に配属さ

れ，どのような業務をしたらよいかわからず困

惑する。そして，ロゴの色やサイズ統一である

とか，「ブランド・ブック」を社員に配布，とい

ったブランドのかたちを整える作業に終始２）。

わが国の企業ではそのような事例にこと欠かな

い。ブランド戦略はそもそも，社内の一部門が

十分な権限委譲もなく，なし得るものではな

い。

2 ．「ブランド戦略」～そもそもの誤解

原因のひとつは，ブランド戦略とはどのよう

なものかが企業において理解されていないとこ

ろにある。そのことが，「ブランド戦略室」と

いった部門で働く従業員にフラストレーション

を感じさせる程度にとどまっているかぎり，被

害は問題にするに足りない。しかし，ブランド

戦略への不理解が企業の最も重要なオフ・バラ

ンス資産であるブランドの情報価値に影響をお

よぼす，とすれば話は別であろう。

さて，ブランド戦略とは，ブランドの情報価

値を戦略的に高めるため，ブランドを軸とした

経営判断を行うプロセスをいう。「ブランドを

軸とした経営判断」とは，経営判断を行うに際

し，ブランドの情報価値を向上させるか否かを

基準にブランド使用の当否を決める，という意

味である。

では，「ブランドの情報価値を戦略的に高め

る」目的は何なのだろうか。それは「ブランド

で売れる」，「プレミアム価格を維持できる」，

「売れつづける」ブランドを育てるところにあ

る。田中洋『企業を高めるブランド戦略』講談

社現代新書は，1980年代における米国消費財メ

ーカーの置かれた状況，すなわち，商品販売価

格の下落，ブランドの乱立，巨大になりすぎた

流通企業のパワー，をその背景にあげている３）。

わが国においても当時は大差のない状況だった

であろう。「大きなバーゲニングパワーに対し

て，メーカーができる数少ない防衛策の一つが

ブランドの価値を高めること」であり，「高い

価格でも消費者が熱狂的に買ってくれるような

価値のあるブランドをもつこと」が安定した企

業経営のため要請された４）。

また，ブランド論の先駆者Ｄ・アーカーはこ

の現代マーケティング（ブランド・マーケティ

ング）特有の性質につき，購買決定には価格が

おおきな影響をおよぼすけれども，その影響を

小さくするため，差別化されたブランド創造に

焦点をあてるもの，と別のことばで説明してい
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る５）。短期的利益追求を目的とするこれまでの

プロモーショナル・マーケティングとは異な

り，ブランド戦略におけるマーケティングは長

期的な視野のもと，ブランドで「売れ続ける環

境をつくり出す」６）。製品特性や営業力が商品

を売るのではなく，商品を売るのはブランドだ，

というわけである。

つまりブランド戦略は，「よい商品を出せば，

ブランドの価値はおのずと高まるのだ。」とい

った考えとは，正反対に位置する７）。性能の高

い商品がかならずしも支持されるわけではない

ことを，われわれは体験的に理解してきた８）。

仕様面での差別化が困難な時代だからこそ，ブ

ランドで売れる状況を創りだす。これこそが，

ブランド戦略が必要とされる理由なのである。

ブランドをめぐる問題を考察するにあたり，

企業はブランド戦略の内容を十分に理解してい

るわけではない，商品を売るのはブランドであ

る，という認識をまず持たなければならない。

そのことがブランドの情報価値を資産として管

理するための出発点となる。

「ブランドは貨幣に似ている」９）。石井淳蔵

『ブランド』岩波新書は，貨幣とブランドの共

通点として，

① いずれも無から有の価値を作りだす不思

議な魔術をもっていること

② 市場のなかで外部の何ものにも（土地，

労働など）よらずして価値が作りだされ

ること，

の２点をあげ，「貨幣とブランドは，現代資本

主義を成り立たせる不可欠な交換媒体である」

としている10）。

貨幣が物価や交換レートなどとの関係でその

価値を減ずることがあるように，ブランドの情

報価値もいろいろな原因・理由から「評価額減」

の憂き目をみる。ただ，そのちがいは，前者が

3 ．ブランド情報価値の本質

可視的であるのに対し，後者は定量的な測定は

おろか，その事実すら把握が困難だというとこ

ろにある。これは，ブランドの情報価値は需要

者ひとりひとりの意識下に存在するものであ

り，特許発明や著作物などのように，技術情報，

コンテンツといった客観的な存在としての情報

とは異なるところからくる。

では，商標法，不正競争防止法といった標識

法は，企業のブランド戦略により生みだされる

はずのブランド情報価値をどのように把握・保

護してきたのか。実は，判例・学説による標識

の価値，とりわけ商標のそれに関する説明はほ

とんど実質的な内容を欠く。これは商標の主要

機能を出所識別であるとし11），その財産的価値

の保護に積極的でない（出所混同防止を標識法

の主要目的ととらえる）わが国特有の問題であ

る12）。そのことも企業によるブランド価値の把

握を遅らせてきた理由のひとつといえる。

さて，わが国の裁判所は「（業務上の）信用」13），

または「顧客吸引力」なる表現で標識の財産的

価値を表現する場合が多い14）。学説もこれらに

加え，「著名表示が備えている良質感」である

とか15），「商標が持つよいイメージ」などとす

るものがある16）。

しかし，どのように表現されようが，冒用に

対する法的措置は多大な費用・労力・時間を要

する「投資」でもあることから，その保護すべ

き具体的価値が説明できないとすれば，標識の

財産的価値保護へのインセンティブが生まれに

くい。このことは後述するブランドの使用に関

する論点にも関係する。

標識法分野でのブランド情報価値のとらえ方

は，「顧客吸引力」という言葉に代表されるよ

うにブランド保有者の立場からのものだといえ

る。それはあたかも，ブランド自体が特許発明

や著作物といった創作物同様の価値を有し，自

3．1 標識法による解釈
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らがそれをコントロールできるかの誤解を与え

てきた。

さて，マーケティングの世界でのブランド情

報価値は，一般的に「ブランド・エクイティ」

ということばのもと，ブランド名やブランド・

シンボルと結びついたブランド資産と負債の集

合と表現される17）。そして，

① ブランド・ロイヤリティ

② ブランド認知

③ ブランド連想

④ 知覚品質

⑤ 特許・商標・販売網などの知的財産

をその内容とする18）。

まず，①「ブランド・ロイヤリティ」は，ブ

ランドに対し需要者が愛着・愛情をもつほどの

絆（きずな）と定義される。そのブランドのも

とで提供される商品・サービスの使用経験から

生じ，ブランドの個性が際だつほどロイヤリテ

ィは強化される。企業にとって，新規の顧客を

獲得するよりもリピーターを増やす方がそれに

要するコストは低い。つまり，ロイヤリティの

高い顧客をより多く抱えることで，商品が売れ

続ける状態の創出というブランド戦略の目的が

達成できる。

一方で，ロイヤリティと関係の深いブランド

の個性は，後述するブランド拡張により薄めら

れてしまう可能性がある。すなわち，標識法の

分野で著名標識の希釈化とよばれる現象である。

つぎに，②「ブランド認知」とは，あるブラ

ンドが特定の製品カテゴリーに属していることを

需要者が認識あるいは想起できる状態をいう19）。

「ブランド再認」と「ブランド再生」のふたつ

のタイプがある20）。需要者に商品カテゴリーを

提示し，想起するブランドをあげさせるブラン

ド再生において，最初に思い出すブランド

（「トップ・オブ・マインド」と呼ばれる）であ

3．2 マーケティング分野でのとらえ方

れば，そのカテゴリー商品の購入検討の際，候

補の第一番目になるという意味で極めて情報価

値が高いといえる。

ただし，ブランドは商品やサービスとの関連

で情報としての価値が生ずる。異なった商品・

サービスに既存ブランドが使用されると，その

つながりが薄められることに注意が必要である。

③「ブランド連想」とは，ブランドに関する

記憶と「関連している」すべてのこと21），と定

義される。いわゆる「ブランド・アイデンティ

ティ」とは，ブランド戦略家（企業）が創造・

維持しようとするこれら一連のブランド連想を

いう22）。換言すれば，需要者と企業の約束がブ

ランド・アイデンティティであり23），その内容

が豊かであればあるほどブランド名が記憶に残

り，需要者はそれを忘れない24）。

さらに，④「知覚品質」は，需要者の知覚に

基づく総合的な品質，あるいは代替製品の比較

した際の当該製品の優越性と定義される25）。需

要者の知覚に基づく品質であるから，客観的な

品質とは異なり，需要者にとってなにが重要で

あるかという判断が含まれている26）。すなわち，

知覚品質は需要者によって異なる性質をもつ。

ブランドが知覚品質に基づくものであると考え

ることは，

i）実際の品質が優れている製品がかならず

しも売れるとはかぎらないこと，

ii）需要者はほんとうの品質を知らないこと，

を意味している。たとえば，付されているブラ

ンドによって洋服がより似合っているように見

え，銀行の待ち時間が短く感じられ，自動車が

よりなめらかに走行するように感じる27），とい

った具合である。これは，需要者の知覚品質を

どのように育てるかにより，実際の品質競争に

勝てることを意味する28）。

最後に，⑤「特許・商標・販売網などの知的

財産」がブランド・エクイティのカテゴリーに

含まれるという意味は，たとえば商標であれば
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登録による専用権（商標法25条）及び禁止権

（同37条１号）の行使により，他人によるブラ

ンド・エクイティの侵害や需要者の混同を防ぐ

ことができるということだ29）。

不正競争防止法が規整する周知・著名表示と

は，ただ単に表示が知られているのみならず，

このような多様で豊かな情報を想起させるもの

でなければならない。著名表示の財産的価値は

そこに存在し，だからこそ他人の冒用から保護

される必要がある。

実は，ブランド・マーケティングで使われる

「ブランド」とは，登録の有無を問わず，使用

により他の商品・サービスを「差別化（differ-

entiate）」するに至ったものをいう30）。差別化

とは，「ブランドで売れる」，「売れ続ける」，

「プレミアム価格で売れる」といった，高い参

入障壁を築いている事態をあらわす。ただ，そ

のような情報価値の極めて高いブランドを有し

ている企業はすくない。

さて，問題はこのようなブランドの情報価値

であるブランド・エクイティを知的財産として

どのように管理してゆくかにある。「ブランド

は需要者の捕虜である。」という言葉が示すよ

うに31），権利者自らが直接，管理できるもので

はない。

「興奮するようなすばらしい企画であっても，

BMWのブランド戦略にそぐわないなら“NO”

といわなくてはならない。それは私にとってと

ても骨の折れる仕事だ」32）。BMWのヘルムー

ト・パンケCEO（当時）はブランド使用の難

しさをこのように語っている。すべての企業が

パンケ氏のようなトップ・マネジメントを抱え

ているのであれば，「ブランドの使用をめぐる

問題」につき本章にて検討する必要はない。し

かし，ブランド戦略についての誤解，ブランド

情報価値の本質への理解不足などにより，企業

4 ．ブランドの使用をめぐる問題

において「ブランド戦略にそぐわない」ブラン

ドの使用が行われている事実は否定できない。

BMWに関する逸話のように，本来であれば，

ブランドの使用行為がブランド戦略のもとで創

りあげるべきブランド・エクイティにふさわし

いものかどうかが，まず判断されなければなら

ない。いや，すくなくともブランドの情報価値

に悪い影響がおよばぬよう，配慮が必要となる。

ブランドの情報価値はその使用行為により増減

するからである。ただ，それは前章で検討した

ブランド情報価値の本質が理解できて初めて可能

となるところ，ブランド・マーケティングに関す

る専門性を欠く企業では簡単なことではない。

一方で，企業における標識法専門家としての

知的財産部門はブランドの使用に関してどのよ

うな立場にあるのか。問題のあるブランドの使

用に異議を唱え，ブランドを使用する事業部門

やマーケティング部門がその意見を尊重する，

という構図が企業内部でできあがっているので

あればよい。しかし，そのような事例は決して

多くはない。売上・利益確保は企業にとって最

優先事項であり，そのためには，短期的な視点

でのブランド使用をせざるを得ないからであ

る。また，おなじブランドを使用するグループ

企業の数が多くなれば，それらによる個別のブ

ランド使用を集中的に管理することは難しくな

るから，そもそも，使用当否判断の機会すら与

えられないことになる。

多少のちがいがあるにせよ，企業の知的財産

部門におけるブランド関連業務は

① 国内外での商標出願・登録

② 登録更新

③ 登録異議申立て・無効審判請求，

取消審判請求

④ 使用許諾管理

⑤ 侵害対応

が中心となろう。すなわち，他人の使用排除に

集約される。一連のブランド戦略プロセスのな
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かでは，後述する「ブランド要素」のひとつで

ある商標を，知的財産担当の立場で維持管理す

るにすぎない。また，ブランド戦略やブランド

の情報価値に関する知識も決して豊かではない。

以下に述べる「ブランド拡張による『自己』

希釈化」，「品質管理を欠くブランド使用許諾」

は，企業が置かれたそのような事情のなかで必

然的に起こりうる問題として留意されなければ

ならない。

企業が新しい市場分野へ進出する際，それま

での事業領域で使用され，すでに資産として確

立したブランドをそのまま用いることは珍しく

ない。マーケティングの世界ではこれを「ブラ

ンド拡張（Brand Extension）」と呼び，水平

的ブランド拡張（異なる製品分野への拡張）と

垂直的ブランド拡張（おなじ製品分野における

異なる価格帯への拡張）の二種類がある。

前者には，馬具の製造会社であったダンヒル

（Dunhill）が紳士用品市場にダンヒル・ブラン

ドを使用する，スポーツカーのポルシェ

（Porsche）が同ブランドを付したサングラス

を市場投入する，といったように事例に代表さ

れる。一方，後者は，高級品市場を中心に事業

を展開してきた企業が，普及価格帯に属する商

品を市場投入するに際し，既存ブランドを拡張

的に使用する。本稿は標識法における希釈化

（あいまい化～Blurring）を比較検討対象とする

ことから，垂直的ブランド拡張は取り上げない。

ブランド拡張による新規市場への参入にはつ

ぎのような長所がある。

① それまでのブランド資産にかんする需要

者の知識を利用して拡張先の認知度を高

め得ること

② 流通の確保や試用をうながすためのコス

トが削減できること

③ 広告宣伝のコスト効率が高まること

4．1 ブランド拡張による「自己」希釈化33）

である。そもそも，まったく新たな標識を創作

し世の中に知らしめ，ブランド化する費用は極

めておおきい。企業が既存のブランド資産を利

用するという経営判断に至るのはごく自然とも

いえよう。

さて，ブランド拡張にはリスクも多い。失敗

した場合，

① それまでの「ブランド情報価値」が害さ

れること，

② 拡張製品が現行ブランドの連想と一貫性

がない場合，拡張により需要者の現行ブ

ランドに対する認識が変化してしまうこ

と34），

③ 現行ブランドとの共食い35）

などがあげられる。

しかし，なんといっても，単一のブランドが

複数の製品に結びつけられることで，当該ブラ

ンドとオリジナル・カテゴリーに属する特定商

品との強力な一体感が不透明になる問題～「自

己」希釈化（Self-dilution）が最も深刻であろ

う。既述のとおり，ブランド・エクイティの要

素のひとつであるブランド認知は，ブランドが

あるひとつの製品カテゴリーとの関係で想起さ

れることを前提としている（ブランド再生）。

たとえば，「高級自動車」というカテゴリー

が提示された場合，前出のBMWはメルセデス

とともに「トップ・オブ・マインド」ブランド

として真っ先に想起されよう。そのことは，需

要者が高級自動車を購入する際，それらのブラ

ンドを第一候補としていることを意味するか

ら，まさに「ブランドで売れる」極めて資産的

価値の高いブランドだと評価できる。

ところが，ブランド拡張により，ひとつのブ

ランドが複数の異なる商品カテゴリーに使用さ

れるようになると，既存ブランドが使用されて

いた商品カテゴリーとの間に距離ができればで

きるほど，ブランド・エクイティ全体の変質が

はじまる。ブランドの情報価値は製品カテゴリ

172 知　財　管　理　Vol. 59 No. 2 2009

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



ーとのつながりによってこそ，より強化される

からである。すなわち，希釈化はブランドの弱

体化を意味する。

ところで，標識法の分野で語られてきた希釈

化は本来，著名な商品等表示を対象として，ブ

ランド保有者以外の者により引きおこされ，ブ

ランドの財産的価値を毀損する行為を問題とす

る（不正競争防止法２条１項２号）。企業の知

的財産部門で標識の管理を担当する者の希釈化

に関する知識も，基本的にその範囲内に限定さ

れていることが多い。

ただ，この問題が標識法を題材として検討さ

れる際に直面する困難は，本来的な意味におけ

る希釈化法理の内容につき，判例，学説ともに

統一した解釈が行われていないところにある36）。

裁判例のなかには希釈化の客体を著名性とする

もの37），出所表示機能や品質保証機能であると

するもの38），はたまた顧客吸引力や信用がその

対象であるとするものなど39），その理解は錯綜

している。

学説も，標識と商品を結びつける表示力およ

び広告力といった標識機能の弱化40），表示の顧

客吸引力の減殺41），などと表現される場合があ

り，混乱に拍車をかけてきた。「稀釈化理論お

よび判例の歴史は，とりもなおさず稀釈化とい

う損害をいかにうまく説明しうるかということ

の苦労の歴史であ（る）」42），とすら語られる次

第である。

また，ブランド拡張にともなう自己希釈化に

ついても学説は，次々に新しい商品・サービス

に既存ブランドが使用されることで顧客吸引力

が増大し商標の価値はかえって向上するとか
43），ブランド保有者自身が使うのであれば一群

の商品や事業を統一したイメージで売り込み希

釈化を避けることができる44），と楽観的である。

すなわち，ブランド拡張に伴う稀釈化のリスク

を標識法に関する知識によって企業マネジメン

トに理解させるのは容易なことではない。

なお，希釈化は汚染化（好ましくない対象，

たとえばアダルト・サイトなどに類似表示が使

用された場合に生ずる～Tarnishment）を含む

けれども，自己希釈化においてはそのような使

用行為の想定が困難であるため，検討対象から

除外する。

「商標権者による品質管理（Quality Control）

が行われていなければ，商品やサービスは『ほ

んもの』ではない。」45）。

ブランド保有者はグループ企業や生産委託先

などのブランド使用の実態をすべて把握し，そ

れらが提供する商品・サービスの品質管理に関

与しているだろうか。海外現地法人が許諾の範

囲を超え，現地メーカーのOEM製品に当該ブ

ランドを付し販売するといった事例はないか。

また，生産委託先でのブランド使用は適切に管

理されているのか。そのような作業は，グルー

プ企業の数やその取引先が多くなればなるほど

難しくなる。

既述のとおり，ブランドは数多くの情報を需

要者に想起させる。そして，需要者は商品やサ

ービスの具体的な仕様を購入時の判断材料とす

るのではなく，それらについての知覚品質，す

なわち，自らの頭のなかで創りあげられている

品質を基準とする。一方で，ブランドへの信頼

は，おなじブランドが付された特定の商品を購

入すれば過去に得た満足をもういちど経験でき

ることにより担保される。その信頼は，商品や

サービスの提供者により同一の品質が保持されて

いるはずだという，さらなる信頼を前提とする。

そもそも，ブランドもしくは商標が有する出

所表示機能の「出所」とは本来，「ひとつ」の

出所を意味する。

たとえば，紅茶職人ハロッドは1849年，ロン

ドンのナイツブリッジに「Harrods」なる店名

の食料品店を開く46）。そこではハロッド自ら来

4．2 品質管理を欠くブランド使用許諾
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店客に紅茶を薦めていたかもしれない。その紅

茶に満足した顧客は，ナイツブリッジまでもう

いちど足を運び，均一な品質への期待のもと，

おなじ商品を再購入するであろう。この場合の

紅茶の出所は「Harrods」という食料品店であ

り，ハロッド本人でもある。いずれにせよ，ひ

とつの店，またはひとりの店主に由来する。

さて，「Harrods」はその後，全世界に100以

上のデパートを開店し，「Harrods」を付した

商品も数多く市場に投入してきた。おなじブラ

ンドを使用する傘下のグループ会社もすくなく

ないであろう。

ただ，標識法における「Harrods」の出所は，

創業者のハロッドがナイツブリッジの店で食料

品を販売していた当時とおなじく，「ひとつ」

となる。この場合，出所はハロッド本人やナイ

ツブリッジの店といった特定のものではなく，

名前は明らかではないけれども「ひとつ」なの

だと擬制される。つまりこのことは，複数の主

体が「Harrods」ブランドを同時に使用するけ

れども，ブランドの指ししめすものはひとつの

出所であり，需要者はブランドを信頼しさえす

れば過去に得た満足を再度，どの「Harrods」

でも味わえることを意味する。

そのためには，グループの頂点に位置するブ

ランド保有者が傘下企業の商品・サービスの品

質管理へ関与し，均一化を図る必要がある。グ

ループ企業やライセンシーなど，複数の者がブ

ランド保有者の関与なくそれぞれの品質基準で

商品・サービスを提供することになれば，需要

者のブランドへの信頼は保証されず，商標制度

の趣旨が実現困難とならざるを得ないからであ

る。特許発明や著作物とは異なり，ブランドの

使用許諾にはこのような問題が内在する。

ただ，問題がそのレベルにとどまっているの

であれば，売上減やブランド情報価値減殺とい

った損害を被るだけで済むともいえる（それは

それで重大な問題なのであるが）。しかし，ブ

ランド保有者による品質管理を欠いたブランド

使用にはおおきなリスクがある。

たとえば，わが国の商標法53条１項前段は，

ライセンシーによる商標の使用において，商品

の品質や役務の質につき誤認を生じさせた場

合，当該商標の登録が取り消されるリスクを規

定している。商標権者は使用許諾にあたって十

分な注意をするだろうけれども，もしそうでな

い場合に無責任な商標権者らに対し制裁を科

し，需要者への弊害を防止することにその制度

目的がある47）。同法に関する裁判例がこれまで

存在しないこともあり，どの程度の品質誤認が

問題となるかについては未だあきらかではな

い。学説には「商標権者の商品より劣悪な商品

を提供して需要者の期待を裏切る」行為がそれ

だとするものがあるけれども48），いずれにせよ，

商標権者は使用権者に対し相当の監督責任を負

うという意味である49）。

その一方で，米国における品質管理を欠く商

標使用許諾（Naked License）はおおきな問題

がある50）。使用権者の提供する商品・サービス

の品質管理を欠いた場合，使用許諾対象商標の

登録抹消請求がなされる可能性が生ずることは

もとより51），商標権者による当該商標権にもと

づく権利行使が禁反言により認められなくなる

からである。これは，米国連邦商標法が第５条

において 5 2 ），①使用権者が「関連会社

（Related Company）」，すなわち，「ある商標の

使用が当該商標の権利者により管理されてお

り，当該商標が付される商品やサービスの性

質・品質を商標権者によりコントロールされて

いるあらゆる者」であり53），②商標権者が使用

権者の提供する商品・サービスの品質について

モニターしていること，③使用許諾対象商標が

公衆を欺瞞するかたちで使用されていないこ

と，を要件として間接的に商標の使用許諾を認

めていることになる54）。

米国ではこのようなNaked Licenseに関する
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判例の蓄積が豊富で55），最近では，実際に登録

商標抹消請求が認められた事例として

Barcamerica v. Tyfield事件がある56）。これは，

ワイン生産者に商標の使用を許諾していた原告

が，類似商標を使用したワインを販売する被告

らに対し商標権侵害訴訟を提起したところ，被

告らは原告が使用権者であるワイン生産者の商

品につき，米国連邦商標法が商標権者に義務づ

けている品質管理をおこなっていないことを理

由に，本件商標の抹消を求め反訴したというも

のであった。

裁判所は，商標使用許諾は権利者が使用権者

の提供する製品の品質をコントロール（品質の

均一性保持）するかぎりにおいて認められるに

もかかわらず，原告はその最小限の努力もおこ

なっていないことから，使用許諾契約はNaked

Licenseであり，本件商標は取消されるのが相

当と判示している57）。

さて，「関連会社（Related Company）」の定

義から，商標使用許諾契約における商標権者の

品質管理義務はあらゆる使用許諾契約に必要と

解され，それは親会社と子会社との関係におい

ても同様となる58）。商標権者の米国現地法人に

通常使用権が付与されている場合，当該現地法

人の製造する商品の品質管理につき商標権者の

関与が求められることは当然として，具体的に

は現地法人と生産委託先やOEM供給元との間

にブランド使用をめぐる取引が行われる場合に

も同様の管理が必要となる。さもなければ，①

生産委託先が契約数量以上に商標品の製造を行

い，それらを許諾なく市場に流通させた場合，

②委託契約終了後においても無許諾で生産を継

続していた場合，などに対処する目的で差止め

を求める訴訟において問題が生ずる。被告側か

らNaked Licenseの抗弁がなされ商標権の権利

行使が認められない可能性が存在するためであ

る。

では，商標権者は使用権者の提供する商品・

サービスの品質管理につき，どの程度の関与を

およぼしていればよいのだろうか。これは極め

て難しい問題だとされている。契約内容に品質

管理条項が定められているだけでは十分ではな

い59）。また，使用権者の品質管理に関する能力

を信頼し任せておけばよいというわけでもない
60）。前出のBarcamerica v. Tyfield事件におい

て裁判所が，「原告は少なくとも，年度レベル

で適当な数のワインをサンプリングし，本件商

標を付すのに十分な品質であるかチェックすべ

きであったにもかかわらず，その程度の最低限

の努力すら行っていない。」と判示しているよ

うに，それほど高いレベルの管理を求めている

わけではなかろう。確実にいえるのは，なんら

の関与もしないことがNaked Licenseに相当す

ることである。

さて，これまで企業のブランド戦略および，

そこで創りあげられるブランドの情報価値の本

質について検討し，企業の重要なオフ・バラン

ス資産としてのブランド情報価値を毀損するブ

ランド使用の問題点をあげてきた。そして，ブ

ランドの使用が適切におこなわれていないの

は，企業においてブランドの使用を決定する立

場の者がブランド情報価値の本質を十分に理解

していないこと，標識法の専門家である知的財

産部門は標識としてのブランドを管理すること

はあっても，その使用行為にはあまり関与して

いないことが原因であると指摘した。

侵害対応の局面では，模倣品など，他人によ

る類似商標の使用排除をとおして，出所混同や

ブランド情報価値毀損の防止に資する業務遂行

が求められる。企業の知的財産部門は，その限

りで本来の意味でのブランド資産管理に寄与し

ているのだ，ともいえよう。また，これまでブ

ランド情報価値の毀損はもっぱら，第三者が類

5 ．知的財産としてのブランド情報価
値管理
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似表示を使用し，需要者に誤認混同を生じさせ

る行為を問題としてその影響が論じられてきた

という背景もある。

そのせいか，同部門に在籍する者も，標識法

の分野で論じられる商標・商品等表示の情報価

値につき，「信用」とか「顧客吸引力」といっ

た表現以上のとらえ方ができるわけではない。

既述のとおり，標識法の世界では，ブランド・

マーケティングにおけるほどブランド情報価値

の本質が掘りさげられていないからである。そ

のボキャブラリー不足が，企業内における不適

切なブランド使用に対する抑止力を欠く原因と

なったとの解釈もできる。

これまでみてきたように，企業内部あるいは

グループ会社といった，いわば内輪の者がブラ

ンドを不適切に使用することによっても，冒用

者によるものと同様の損害が生ずる。事業規模

という視点からかんがえれば，自己使用による

ものが侵害行為にもとづく損害よりもはるかに

おおきいといえよう。ブランドの情報価値を知

的財産として管理するためには，内外を問わず，

全方位での取り組みが必要なのである。

では，企業のブランド戦略プロセスにおける

不適切なブランド使用を防ぎ，ブランド情報価

値としての需要者の認識のあり方を管理するた

めには，どのような業務システムや組織を必要

とし，そのなかで知的財産管理部門はいかなる

役割を担うべきか。

まず，当然のことながら，ブランドが現在，

どこでどのような状況・態様にて使用されてい

るか，に関する情報を一元的に把握する必要が

ある。具体的には，

① ブランド使用許諾先・使用許諾契約の所在

② ブランド使用者が提供する製品の品質管

理への関与有無

③ 広告でのブランド使用態様

5．1 使用状況・態様把握

④ 販売網での使用態様

⑤ 生産委託先・OEM供給元での使用状況

などがあげられる。

①ブランド使用契約はグループ会社が自ら製

品を調達し販売するような場合に締結されるこ

ともあれば，ディストリビュター契約などに包

括的なかたちで含まれる場合もあろう。そのよ

うな事情から，法務部門，知的財産部門，事業

部内などに分散して管理されている場合がある。

無許諾での使用（または黙示許諾）による品質

管理のない使用許諾を排除するため，知的財産

管理を部門目的とする知的財産部門が一元的に

管理するかたちを取ることが望ましい。そのよ

うにしている企業もすくなくないはずである。

また，そのような体制のもと，管理の実効性

確保のため，定期的な使用管理監査の実施およ

び是正勧告を可能とする業務システムが必要と

なる。

②のブランド使用者が提供する商品・サービ

スの品質管理への関与は，①との関連で重要と

なるのはもちろんのこと，実際に，どのような

レベルの関与が行われているか，はたしてそれ

で十分であるのか，また，ブランド保有者の関

与がないとすれば，具体的にどこまでかかわり

あうべきなのか，を検討するために必要となる。

登録商標が抹消されてしまうリスク回避はもと

より，侵害者に対する権利行使が不可能となる

ような事態をまねかないためである。需要者の

知覚品質管理という観点からも，企業の品質保

証を担当する部門が知的財産部門と協働で管理

すべきであろう。

前述のような米国におけるNaked Licenseの

問題を回避するためには，使用許諾先と品質管

理に関するミーティングを年一回程度，定期的

に行うかたちでの関与は必須だと考える。

③広告でのブランド使用態様の管理はもっぱ

ら，マーケティング部門，広報部門の担当領域

となる。資産としてのブランド・エクイティが，
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ブランド戦略の中心的活動であるブランド・コ

ミュニケーションと名づけられた宣伝・広報活

動により形づくられることを考えると，これら

は本稿のテーマであるブランド情報価値管理の

おおきな柱のひとつといっても過言ではない。

ただし，共通のブランドを使用するグループ

企業の宣伝・広報活動の一元管理（困難なテー

マであろうが）を必要とする。地域，商品によ

り，異なるブランド連想や知覚品質が需要者に

形成されるとすれば，「ブランドで売れる」ブ

ランドを創りあげるための投資効率という点か

らも問題であろう61）。

④の販売網での使用態様は，需要者がブラン

ドと接する最前線が小売店やウェブサイトであ

ることを考慮すると，宣伝・広報活動同様の注

力が求められる。

その一方，⑤生産委託先・OEM供給元での

使用状況管理については，発注数以上に生産し，

その分を横流しするといった商標権侵害行為を

未然に防ぎ，市場における需要者のブランドに

対する信頼を護る目的がある。①のブランド使

用許諾管理の一環として，知的財産部門の関与

が必要となる。

つぎに，ブランドの情報価値が蓄積するメデ

ィアとしての標識をどう管理するか。企業の知

的財産部門に所属する商標担当であれば，すで

に熟練の域に達している業務であろうけれど

も，ブランド戦略の対象となるメディアは文字

商標・図形商標に限らない。商号，パッケージ，

シンボル，商品形態，スローガン，キャラクタ

ー，原産地表示といった「ブランド要素」すべ

てにわたる。つまり，知的財産部門の商標担当

の管理対象以外に，ブランドは意匠権，著作権，

不正競争防止法で保護される法的地位といった

知的財産法全般にその対象がおよぶ。

そもそも，われわれがブランド名称を知って

5．2 ブランド要素の一元管理

いたとしても，実際にそれを確認したうえで購

買行動を起こすとは限らない。実は，市場にお

ける文字商標・図形商標の役割はわれわれが考

えるほどおおきくはない。むしろ，パッケージ

や商品形態などで商品を識別するのが普通であ

ろう62）。言葉（名前）よりもビジュアルなイメ

ージ（シンボル）を学習する方が容易なのは経

験から理解できる63）。

すべての宣伝広報活動（ブランド・コミュニ

ケーション）はこのようなブランド要素の存在

があって初めて可能となる。ブランド認知の向

上やブランド連想の形成には，最適なブランド

要素が選択されなければならない。「ブランド

要素」すべての一元管理に知的財産部門がかか

わる意味はここに存在する。ブランド情報価値

管理の出発点だからである。

さて，これまでは現在，使用されているブラ

ンドの情報価値管理をいかに進めるかにつき検

討してきた。ただ，新商品や新しいサービスは

毎月のように市場に投入される。ブランドが果

たしてそれらの商品・サービスにふさわしいも

のであるか，すなわち，ブランド使用当否判断

が必要となる。どのような手続きやプロセスを

経てそれらが検討されるかは企業によって異な

るであろう。典型な例として，事業部門やマー

ケティング部門からの発議のもと，役員や主要

部門の代表者により構成される全社横断的な組

織，たとえば「ブランドマネジメント委員会」

などにおいて合議により使用の当否判断がなさ

れることがある。

一見，合理的と思われるこの手の組織には問

題が多い。その最もおおきなものは，ブランド

の情報的価値について（専門家レベルとまでは

行かなくとも），説得力のある知識を持ったメ

ンバーが皆無であるか，いたとしても少数派と

してその意見が反映されにくいということであ

5．3 ブランド使用当否判断への参画
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る。既述のとおり，ブランド戦略についての理

解がそもそも十分とはいえない企業は多い。と

もすれば短期的な売上確保のためのブランド拡

張，すなわち，現在の事業領域とはそぐわない

分野で既存ブランドの使用，高級ブランドを普

及価格帯の製品へ拡張使用するといった，需要

者の知覚に好ましくない影響をおよぼす施策

が，「組織力学」により採用されてしまうこと

も珍しくない。

本来であれば，トップ・マネジメントから権

限委譲されたブランド専従組織がブランドの情

報価値が最も高まる方向での使用当否判断をす

るべきであるが，わが国の企業のブランド関連

部門にそこまでの権限が与えられている例は極

めてすくない64）。ブランドで売れるブランドを

育てるプロセスにおいては，短期的売上追求と

は相反する事業判断がなされなくてはならない

からである。ブランド・マーケティングは従来

のプロモーショナル・マーケティングとは異な

る。ブランド戦略が企業トップ自ら率先して扱う

べきテーマだといわれる理由はそこにある。

このような環境のもとで，企業におけるブラ

ンド使用当否判断に主体的な参画を図り，知的

財産としてのブランド情報価値の管理を一元的

に進めていくためにはどうすればよいのか。使

用許諾管理や品質管理への関与有無調査，ブラ

ンド使用監査，ブランド要素の一元管理といっ

たレベルの業務であれば，企業の知的財産部門

業務の延長線上に位置するものといえる。した

がって，業務範囲拡大というリスクテイキング

のもと，事業部門やマーケティング部門，広報

部門，品質保証部門といった関連部門との協議

を行っていくことで，仕事のかたちができ上が

ってゆくであろう。ある意味で，ブランド使用

当否判断の事後処理的業務だからである。

しかし，ブランド使用当否判断そのものを通

してブランド情報価値の管理一元化を図るとす

れば，より高いレベルへの影響力とそれにもと

づく説得力が必要とされる。それは本稿で検討

したブランド・マーケティングをはじめとす

る，標識に関する学際的な研究によって享受で

きる可能性がある。

標識，とくに商標については経済，言語，消

費者心理，記号論，そしてマーケティングと，

ほかの知的財産にはない多角的な学術領域から

の検討ができる。本稿で取り上げたブランドの

情報価値はマーケティング分野のみならず，消

費者心理学の領域でも具体的に把握しうるであ

ろう。適切なブランド要素の選択という観点か

らは，言語に関する研究や記号論からのアプロ

ーチによってもその目的がかなう65）。経済学は，

商標の公益性を説得の材料とする場合に必須で

あり，外国文献をいとわなければ研究業績も豊

富に存在する66）。いずれにせよ，他人によるブ

ランドの情報価値毀損の問題を取り扱ってきた

標識法分野の知識だけでは，影響力を十分に行

使し得ない。

このようなことを述べてくると，企業の知的

財産部門に在籍する者からは，商標の権利化・

維持および権利行使こそが与えられた使命であ

り，ブランドの情報価値管理までは求められて

いないし，そもそもその余力はない，との反論

が出てこよう。多くの企業がそのようなかたち

で商標管理を行ってきている以上，もっともな

話である。

しかし，ブランド・マーケティングを標識法

の切り口で解釈する，また，標識法で語られて

きた著名標識の財産的価値をブランド・マーケ

ティングの視点で再構築する，はたまた，異な

る学術領域の視点を取り入れてゆく，という作

業はすくなくとも標識法に関する専門的な知識

なしには成しえないのではないか。

その一方で，ブランド戦略の目的である「ブ

ランドで売れる」ブランド，「プレミアム価格

で売れる」ブランド，「売れつづける」ブラン

ドを創造・維持することは，所属する企業の存
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続に深く関係する。また，そこで働く者すべて

の共有資産でもあるから，その価値の変動に関

しても共通の利害を有するはずである。

企業のブランド戦略における真の意味での

「ブランド・マネージャー」とは，商標管理の

延長線上に存在するブランドの情報価値管理を

担う者であるべきではないだろうか。

ブランドの使用と管理。企業においてはこれ

まで，前者が事業部門・マーケティング部門，

後者は知的財産部門それぞれの専管事項であり

続けてきた。ブランドを使用する立場としての

事業部門やマーケティング部門は建前上，ブラ

ンド戦略の遂行を中心とするブランド・マーケ

ティングを拠りどころとする。しかし，企業マ

ネジメントを含め，それらの意味を十分に理解

しているとはいえない。その結果，短期的な売

上増を目的とした不適切なブランド拡張や品質

管理を欠くブランドの使用許諾が行われてき

た。どちらも，需要者のブランドに対する認識

のあり方（ブランド・エクイティ）に影響をお

よぼすばかりか，後者は場合によってはブラン

ドに関する権利の喪失を招く行為でもある。

一方，ブランド要素のひとつである商標の権

利化・維持・権利行使にもっぱら従事してきた

企業の知的財産部門は，そのようなブランドの

使用を諫める立場ではかならずしもなかった。

事業存続のためには売上を優先しなければなら

ないという事情も影響する。

ただ，ブランドは企業の最も重要なオフ・バ

ランス資産であり，その本質はブランド・エク

イティと表現されるところの，ブランドに対す

る需要者の認識のあり方といえる。すなわち，

ブランドの価値は情報にある。したがって，知

的財産として管理・保護されるべきはメディア

としての商標やその他標識ばかりではなく，ブ

ランドの情報価値なのである。企業のブランド

6 ．おわりに

戦略において創りあげられるべき「ブランドで

売れる」ブランド，「売れつづける」ブランド

は，その情報価値が適切に管理されて初めて存

続しうる。

企業における標識法の専門家としての知的財

産部門は，知的財産としてのブランド情報価値

管理のため，使用許諾契約管理，品質管理への

関与などの業務を実施またはコーディネイトす

るとともに，ブランドの使用当否判断そのもの

にも影響力をおよぼしてゆく必要がある。その

ため，ブランド・マーケティングの知識のみな

らず，標識に関する学際的な研究を進めること

で，ブランド戦略のプロセスにおいて，真の

「ブランド・マネージャー」としての役割を果

たすべきである。

なお，ブランド保有者自らの使用によりブラ

ンドの情報価値を毀損する行為としては，本稿

で取りあげた「自己希釈化」，「品質管理を欠く

使用許諾」ばかりではない。他社との事業提携

などで利用される「コ・ブランディング（Co-

Branding）」67），ブランド共有，またブランドの普

通名称化などにもそのようなリスクが潜在する。

本稿では紙幅の関係上，検討ができなかった。
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